
ソフトウェア利用規約 

 

対象ソフトウェア製品は、以下のソフトウェア製品とし、ソフトウェア製品の試用版を含みます。 

 

【自動】標準作業組合せ票_正規版 

 

以下の規約を必ずお読みしてください。 

以下の規約にご了承して頂けましたら、ダウンロードが可能になります。 

 

本ソフトウェア製品をご使用になる前に、下記の利用規約を必ずお読み下さい。 

お客様は本ソフトウェア製品をコンピュータにダウンロードすることによって、本規約のすべての条件に同意し

たものとみなされます。本規約の条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェア製品をダウンロードし使用す

ることはできません。  

 

 

ソフトウェア利用規約 

第 1 条 使用権の許諾 

ＯＩＤＯＮは、本規約の条件に従い、本ソフトウェア製品に関し、下記の非独占的、かつ譲渡不可能な下記の各

号の権利をお客様に対して許諾します。 

 

1. お客様自身のコンピュータに本ソフトウェア製品をダウンロードして、当該コンピュータ上で使用する

権利 

2. 購入されたお客様自身のため及びその所属企業内での使用に限り、本ソフトウェア製品をコピーして使

用する権利 

 

本規約に特に規定されていない権利はすべてＯＩＤＯＮによって留保されます。 

 

第 2 条 知的財産権 

1. 本ソフトウェア製品に関する著作権、特許権、商標権、ノウハウ及びその他のすべての知的財産権はＯＩＤ

ＯＮへ独占的に帰属します。 

2. お客様は、ＯＩＤＯＮの書面による事前の承認を得ることなく、本ソフトウェア製品の第 1 条の使用権を第

三者へ賃貸または譲渡できないものとし、本ソフトウェア製品に担保権を設定することはできないものとし

ます。 

3. お客様は、本ソフトウェア製品につき、いかなる改変及びそれに準ずる行為はできないものとします。お客

様の改造等に起因して本ソフトウェア製品に何らかの障害が生じた場合、ＯＩＤＯＮは当該損害に関して一

切の責任を負わないものとします。 

4. お客様は、本ソフトウェア製品に関する客観性を欠いた実験方法によるパフォーマンステスト、または、ベ

ンチマークテストの結果を、ＯＩＤＯＮの事前の書面による承諾を得ることなく、公表してはならないもの

とします。 

 

 



第 3 条 保証と責任の限定 

1. ＯＩＤＯＮは、お客様が本ソフトウェア製品のダウンロードを行うことによって生じる費用は一切負担いた

しません。 

2. ＯＩＤＯＮは、本ライセンス製品の機能がお客様の特定の目的に適合することを保証するものではなく、本

ソフトウェア製品の誤用等に起因するお客様の損害につき一切の保証をいたしません。 

3. お客様が選択、導入、使用されるソフトウェア（本ソフトウェア製品を含むがこれに限られない）から生じ

る影響につきましては、お客様の責任とさせていただきます。 

4. 本ソフトウェア製品等の使用に起因してお客様またはその他の第三者に生じた結果的損害、付随的損害及び

逸失利益に関してＯＩＤＯＮは一切の責任を負いません。 

 

第 4 条 ＯＩＤＯＮによるサポート 

本ソフトウェア製品に関しては現状でのダウンロード引渡しとなっているため、購入後におけるＯＩＤＯＮによ

るサポートは原則として行っておりません。事前にお客様に試用版等でご確認頂いている製品のため、本ソフト

ウェアの購入後における機能追加等のプログラムの改変などのご要望には原則としてご対応致しかねます。 

 

第 5 条 禁止事項 

お客様は、本ソフトウェア製品を使用するにあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 

1. ウイルス等の有害なコンピュータプログラムをＯＩＤＯＮまたは第三者に送信する行為及び本ソフトウェ

ア製品のプログラム内容への不正アクセスを行うこと、または、これらの行為を試みる行為 

2. 法律、命令、処分、その他の規制に違反する行為 

3. 犯罪行為を惹起または助長する行為、その他犯罪行為に結びつく行為 

4. 第三者が有する著作権、商標権、肖像権、プライバシー、その他の権利・利益を侵害する行為 

5. ＯＩＤＯＮまたは第三者を誹謗中傷し、またはその名誉、信用を害する行為 

6. 虚偽情報、事実誤認を生じさせる情報等を掲載・配信する行為 

7. その他公序良俗に反する行為 

8. 本ソフトウェア製品を事業または営業に供する行為（再販等） 

9. 前各号の他、方法のいかんを問わずＯＩＤＯＮの運営を妨害する行為 

 

第 6 条 お客様に対する本ソフトウェア製品使用の制限の行使 

ＯＩＤＯＮは、お客様が前条の各号に定める禁止事項にかかる行為を行った場合、お客様に対して何らの通知催

告を要せず、直ちに本ソフトウェア製品の使用を停止させることができるものとします。更にＯＩＤＯＮは、お

客様が前条の各号に定める禁止事項の行為を行った場合、お客様に対してＯＩＤＯＮが被った損害について賠償

請求できるものとします。 

 

第 7 条 有効期間 

本規約の有効期間は、お客様が本ソフトウェア製品をコンピュータに最初にダウンロードした時から無期限とし

ます。本ソフトウェア製品をコピーした場合も同様となります。ＯＩＤＯＮによる請求がない限り、お客様自身

による一方的な規約の破棄は出来ません。 

 

第 8 条 一般条項 

1. ＯＩＤＯＮからお客様へコンタクトを行う場合、当該通知の宛先は日本国内に限定されるものとします。 

2. 本規約は、本ソフトウェア製品の使用許諾に関し、本規約の締結以前にお客様とＯＩＤＯＮとの間になされ



たすべての取り決めに優先して適用されます。 

3. 本規約は、日本国内法に準拠するものといたします。 

4. 本契約に関する一切の紛争は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとし

ます。 

 

 

 

ＯＩＤＯＮ 

2017 年 11 月 1 日作成 


